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【仙南・仙塩広域水道高区・低区連絡管整備事業】

水道経営管理室の回答・説明

①高区系において，連絡管接続部より上流側での
漏水事故を想定しているか。
【福田委員】

・仮に連絡管接続部までの間で漏水事故が発生した場
合，高区系から低区系への送水はできなくなるが，高
区系においては軟弱地盤が少なく，さらに，漏水事故
が発生しないよう，可とう管（管の接続部）に対策を
施している。

②連絡管を利用し，低区系から高区系へのポンプ
アップを行う予定はあるか。
【増田部会長】

・ポンプの設置費，維持管理費が高額となること，使
用頻度も極めて少ないことが想定されることから，ポ
ンプアップの予定はない。

③連絡管による送水は，低位部から高位部へと逆
に流すこととなるが問題はないか。
【浅野副部会長】

・高区系と低区系において，必要な水位差が確保され
ているので，低位部から高位部へ送水できる。ただ，
水が滞留すると，水質上の問題が発生するため，送水
手法については検討していきたい。

④連絡管による送水は，従来とは逆流となり，管
の内水圧も変わってくると思うが問題はないか。
【井上委員】

・内水圧の計算，検討を行っており，問題はない。

⑤逆流させると管内面のさびなどが落ち，水質に
悪影響を及ぼすことはないか。
【奥村委員】

・濁水等が一時的に発生することが想定される。逆流
時の送水初期における受水市町での運用手法や，なる
べく逆流が少なくなるような，通常時の送水手法につ
いて検討していきたい。

⑥危機管理等検討会のメンバーを教えて欲しい。
【京谷委員】

・市町村の水道事業実務者で構成されている。

⑦評価調書の記載内容について，管路の耐用年数
を踏まえると，実際の経過年数に対して「老朽化
が進んでいる」という表現を使うのは整合が図れ
ていないのではないか。
【浅野委員】

・再度検討し，見直したい。

⑧布設する管の内部塗装は，水質に影響を及ぼさ
ないものか。また，継手部分の事故が懸念される
が問題はないか。
【小林委員】

・水質が悪くなるということはない。また，当時の管
や継手と比較すると，現在のものは圧倒的に性能が良
くなっている。

①水道事業において，バックアップ機能の確保は
一般的に行われているか。
【福田委員】

・市町村水道は網目状に配管されているので，バック
アップ機能は確保されている。広域水道ではこうした
連絡管を整備している県もあるが，宮城県では初めて
となる。

②社会経済情勢の変化などによる用水需要の長期
的見通しはどうか。需用バランスによる市町間で
の送水量振替などの検討は行われているか。
【奥村委員】

・計画送水量83,800m3/日については，受水市町の需要
予測に基づき，平成31年度までの企業局と受水市町と
の覚書水量により算出しており，今後，施設規模等に
影響を及ぼすほどの変更はないと思われる。

③例えば工業用水の需要が減ってきて，ダムの水
が余っているということであれば，こうした連絡
管等の整備に依らず，取水量の見直しにより，近
隣のダムから直接導水するといった方法が経済的
ではないか。
【奥村委員】

・市町の受水タンクは高い位置にある。近隣のダムか
ら受水タンクまで新たに導水するといった場合，ポン
プアップが必要で，電気料金も莫大なものになること
から，市町の負担なども考慮すると，この連絡管整備
が将来的に有効であると考えている。

論点整理表（部会審議内容）

Ⅰ事業の概要，Ⅱ事業内容，Ⅲ事業費

委員からの質問・意見

部会審議内容（第１回部会：平成24年10月30日）

Ⅳ評価結果　１．事業が社会経済情勢から見て必要であるかどうか。（規則第１号関連）
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水道経営管理室の回答・説明委員からの質問・意見

部会審議内容（第１回部会：平成24年10月30日）

－

①長期水道ビジョンの策定に係るパブリックコメ
ントについて，広報手法を教えて欲しい。意見が
無かったということを良しとするのか疑問であ
り，一般の方からの意見はあった方が良いので，
改善の余地があるのではないか。
【京谷委員】

・ビジョンはホームページ等で公表するなど，県でパ
ブリックコメントを行う際の広報手法は一通り実施し
ている。事業の実施地域が限定されるのであれば，該
当市町村の広報誌に掲載するなどの方法もあった。
・ビジョンにはこの連絡管の記載もあるが，水道用
水，工業用水全般について詳細な内容であることか
ら，意見の提出が難しかったものと想定される。

①将来的にも水道事業は企業局が実施していくの
か。
【増田部会長】

・具体な動きはないが，経営主体・手法は別として，
広域化の流れに沿って進むと考えている。

②水道事業の広域化という話があったが，この仙
南・仙塩広域水道に100%依存している市町もあ
り，危機管理を考えると分散化しておく方が良い
のではないか。
【京谷委員】

・独自水源を持たない市町もあり，送水停止ができな
いことからこの連絡管整備事業を計画している。広域
化というのは，広域水道の広域化ということではな
く，市町村の水道事業を含めた全体的な広域化の意味
でお話しした。

①布設ルートの検討について，支障物件に通学路
の記載がない。今後，通学路も調査の上，施工時
に事故のないようなルートを検討して欲しい。
【京谷委員】

・交通量が多い道路は避けた形で，詳細な布設ルート
を選定したい。あわせて通学路の調査も行い，施工時
間などに配慮しながら工事を行うようにしたい。

①費用対効果分析について，生活用1日当たり被害
額の算定に使用した被害原単位7,428円/人･日，給
水人口197,858人及び発生確率1/50という設定は過
大ではないか。
【奥村委員】

・厚生労働省のマニュアルに基づき算定しており，被
害原単位及び発生確率についてもマニュアルに記載が
あるもので，全国的に一般的な値ということで採用し
ている。給水人口については，どこで漏水が起きるか
は想定できないことから，最大被害を想定している。

－

－

－

・事業の実施は妥当の方向
・老朽化の表現について，調書記載内容の検討

＜部会での審議論点まとめ：増田部会長＞

Ⅳ評価結果　９．事業の経費が適切であるかどうか。（規則第８号関連）

Ⅳ評価結果　２．県が事業主体であることが適切であるかどうか。（規則第２号関連）

Ⅳ評価結果　３．事業を行う時期が社会経済情勢から見て適当であるかどうか。（規則第３号関連）

Ⅳ評価結果　４．事業の手法が適切であるかどうか。（規則第４号関連）

Ⅳ評価結果　５．事業の実施場所が適切であるかどうか。（規則第５号関連）

Ⅳ評価結果　６．事業が社会経済情勢から見て効果的であるかどうか。（規則第６号関連）

Ⅳ評価結果　７．事業の実施に伴う環境への影響が少ないかどうか。（規則第７号関連）

Ⅳ評価結果　８．想定される事業リスク及び当該リスクへの対応策は十分か。
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